












西区内公園樹その他保守管理業務（その２）　　数量内訳表 　
 

区　　　　　分 回数(B)

肩掛式 年３回 1,869.0 ㎡ 3 5,513.0 ㎡

手刈り 年３回 401.0 ㎡ 3 1,203.0 ㎡

手抜き（石積） 年３回 386.0 ㎡ 3 1,106.0 ㎡

肩掛式（ﾛｰﾌﾟ足場） 年３回 4,832.0 ㎡ 3 14,496.0 ㎡ 　 法面

雑草刈 年３回 5,090.0 ㎡ 3 15,270.0 ㎡

芝草刈 年３回 4,812.0 ㎡ 3 14,436.0 ㎡

手抜き 年３回 2,081.0 ㎡ 3 6,243.0 ㎡

マツ 2.0 本 1 2.0 本 剪定（Ａ）

フジ 夏季・冬季 624.0 ㎡ 2 1,248.0 ㎡ 剪定（B）

カイズイブキ 5.0 本 1 5.0 本 剪定（C）

１回目 5,177.0 ㎡ 1 5,177.0 ㎡ 剪定（D）（D 2）（E）（E 2）

２回目 978.0 ㎡ 1 978.0 ㎡ 剪定（E 2）

１回目 1,198.0 ｍ 1 1,198.0 ｍ 剪定（F）（F 2）

２回目 437.0 ｍ 1 437.0 ｍ 剪定（F 2）

C=60～120cm 37.0 本 1 37.0 本

C=120～180cm 13.0 本 1 13.0 本
高木冬季剪定

植栽地

除　　　　草

低　木
樹木剪定

生　垣

（60 鬼ヶ城公園　テニスコート上は8月のみ）

（12 古江東公園　８月のみ）

種　　　　　　　　　　　別 数　量　（A) 年間管理数量（A×B） 備　　　　　　　　　　　　　　　考

平地



西区内公園樹その他保守管理業務（その２）
除　　草 （㎡）

番号 公園名 　法　　　面 平 地 植栽地 剪定（Ａ） 剪定（Ｂ） 剪定（C） 剪定（D） 剪定（D 2） 剪定（E） 剪定（E 2） 剪定（F） 剪定（F 2） 備　　　　　考

肩掛け 手刈り 石積 ﾛｰﾌﾟ足場 雑草刈工 芝草刈工 手抜き マツ フジ ｶｲﾂﾞｶｲﾌﾞｷ ﾋﾗﾄﾞ等 (㎡) ｸﾁﾅｼ等 (㎡) ｻﾝｺﾞｼﾞｭ等 (㎡) ｱﾍﾞﾘｱ等 (㎡) ﾋｲﾗｷﾞﾓｸｾｲ等 (m) ﾄｳﾈｽﾞﾐﾓﾁ(m) (m) (本) (本) (本) (本) (本)

ヒラドツツジ 23 アベリア 117
1 己斐上第一公園   195  78    ﾄﾞｳﾀﾞﾝ・ﾋｲﾗｷﾞ 32

カンツバキ 21
ヒラドツツジ 45 ハマヒサカキ 7

2 己斐上第二公園   264  57    サンゴジュ 5

ヒラドツツジ 32
3 己斐上第三公園   (25)  (32)    報奨金制度で雑草刈・手抜

除草を控除
ヒラドツツジ 40

4 己斐上第四公園     (40)    報奨金制度で雑草刈・手抜
除草を控除

ヒラドツツジ (17) コクチナシ (38) 　 　 ｷﾝﾓｸｾｲ (44)
5 (己斐上第五公園)      (186)    ﾄﾞｳﾀﾞﾝ･ｸﾁﾅｼ (93) H30指定管理者制度で除外

ｻﾂｷ (38)
ｸﾁﾅｼ・ﾋﾗﾄﾞ (50) コクチナシ (63)

6 (己斐上第六公園) (348)   (40) (133)    ﾄﾞｳﾀﾞﾝﾂﾂｼﾞ (20) H30指定管理者制度で除外

シャリンバイ 17
7 己斐上第七公園   (13)  64    報奨金制度で雑草刈を控除

ヒラドツツジ 4 アベリア 33 ﾋｲﾗｷﾞﾓｸｾｲ 10 トウネズミモチ 25
8 己斐本町公園  6 (20)   (47) 24 4 報奨金制度で雑草刈・手抜

除草を控除
ヒラドツツジ 26

9 己斐西町第一公園  (26) 報奨金制度で雑草刈・手抜
除草を控除

ヒラドツツジ (27) アベリア (8) トウネズミモチ (46)
10 (高須第一公園)   (39)  (35)    H30指定管理者制度で除外

ヒラドツツジ 10 ﾋﾗｷﾞﾓｸｾｲ 72
11 高須第二公園    91 10    

ヒラドツツジ 66 アベリア 110 カイヅカイブキ 14 トウネズミモチ 38 アメリカフウ 1 アメリカフウ 4 石積は８月に１回
12 古江東公園   26 (20)  (176)  40  報奨金制度で雑草刈・手抜

除草を控除
ユキヤナギ 10 サンゴジュ 10 アベリア 9

13 古江西町公園   166  9  19  キョウチクトウ 150

ヒラドツツジ 46
14 古江西第一公園   167  46    シャリンバイ 60

ヒラドツツジ 11
15 古江新町第一公園     (33)    報奨金制度で雑草刈・手抜

除草を控除
ヒラドツツジ 1 レッドロビン 12

16 古江上公園   157 61 1    

クチナシ 20 サザンカ 20
17 古江上第一公園 41 42 20

ヒラドツツジ (12) ヒイラギ (12)
18 (庚午第一公園)   (1400)  (12)   (1) H30指定管理者制度で除外

ヒラドツツジ 4 ヒイラギ 20 タイワンフウ 5
19 庚午第二公園   72  4  28  シャリンバイ 19 ケヤキ 4

サンゴジュ 81
40 ヒラドツツジ 70 クチナシ 16 トベラ 12 アベリア 21 トウネズミモチ 61

20 庚午第三公園     96  30 1 ハマヒサカキ 24
　キウイ

ヒラドツツジ 4 ヒイラギ 24
21 庚午第四公園   98  4  38  

小　　計 6 26 1,160 194 389 219 5 541 36 183 440 124 10 4

　は、指定管理者制度、報奨金制度を適用するため本業務作業対象から除外

128

樹　　木　　剪　　定 高木冬季剪定

C=60～120 C=120～180 C=180～240



西区内公園樹その他保守管理業務（その２）
除　　草 （㎡）

番号 公園名 　法　　　面 平 地 植栽地 剪定（Ａ） 剪定（Ｂ） 剪定（C） 剪定（D） 剪定（D 2） 剪定（E） 剪定（E 2） 剪定（F） 剪定（F 2） 備　　　　　考

肩掛け 手刈り 石積 ﾛｰﾌﾟ足場 雑草刈工 芝草刈工 手抜き マツ フジ ｶｲﾂﾞｶｲﾌﾞｷ ﾋﾗﾄﾞ等 (㎡) ｸﾁﾅｼ等 (㎡) ｻﾝｺﾞｼﾞｭ等 (㎡) ｱﾍﾞﾘｱ等 (㎡) ﾋｲﾗｷﾞﾓｸｾｲ等 (m) ﾄｳﾈｽﾞﾐﾓﾁ等 (m) (本) (本) (本) (本) (本)

ヒラドツツジ 7 クチナシ 1 ウバメガシ 8
22 庚午第五公園   832  18    サザンカ 2

ヒラドツツジ 39
23 庚午第六公園   (2)  (39)    報奨金制度で雑草刈・手抜

除草を控除
ｷｳｲ ヒラドツツジ 48

24 庚午西公園 110  151 181  48  12  シャリンバイ 50 ヒイラギ 20

シャリンバイ (37) サンゴジュ (41) アベリア (45) サザンカ (4)
25 (草津公園)     (16)  (189)  ボックスウッド (7) キョウチクトウ (40) ﾋｲﾗｷﾞﾓｸｾｲ (4) H26指定管理者制度で除外

ヒラドツツジ 20 ﾋｲﾗｷﾞﾓｸｾｲ 13
26 草津第一公園   50  20    

ヒラドツツジ 8 ﾋｲﾗｷﾞﾓｸｾｲ 4 クロガネモチ 1 クスノキ 1 クスノキ 1
27 草津第二公園   50  8  65  シャリンバイ 14 ケヤキ 4 ケヤキ 1

ヒラドツツジ (80) トウネズミモチ (20) アメリカフウ 6
28 (新庄公園)   (75)  (279)  (12)  レンギョウ (242) H30指定管理者制度で除外

シャリンバイ (27) 冬季剪定のみ施工
ヒラドツツジ (12) トウネズミモチ (23)

29 (新庄西公園)     (12)    H30指定管理者制度で除外

ヒラドツツジ 26
30 山手公園   (126)  (65)  84  シャリンバイ 24 報奨金制度で雑草刈・手抜

除草を控除
ヒラドツツジ 27

31 山手第一公園  18 (34)  (38)    報奨金制度で雑草刈・手抜
除草を控除

ヒラドツツジ 42 アベリア 40 サザンカ 40
32 己斐東公園  21 (94) 448 (210)    コデマリ 44  報奨金制度で雑草刈・手抜

除草を控除
ヒラドツツジ 21 ヒイラギ 19 アベリア 16 ヒイラギ 30

33 己斐東第一公園   119  61    オカメザサ 5

ヒラドツツジ 56 ヒイラギ 53
34 己斐東第二公園 4  (59)  (62)     報奨金制度で雑草刈・手抜

除草を控除
ヒラドツツジ 17 キンモクセイ 3 ヒイラギ 51

35 己斐東第三公園   1  109    オカメザサ 13 ヒイラギ 2  
ユキヤナギ 45
ヒラドツツジ 58 カイヅカイブキ 55

36 己斐東第四公園   132  75 2 28  オカメザサ 17  

ヒラドツツジ 145 アベリア 9 ヒイラギ 26
37 己斐東第五公園   662   204    マッメツゲ 4  キョウチクトウ 1

ヒラドツツジ 65
ﾋﾗﾄﾞﾂﾂｼﾞ上段＋下段合計

38 大迫公園 57  20 1,652 (120)  (162) 38  ハマヒサカキ 1   報奨金制度で雑草刈・手抜
シャリンバイ 41 除草を控除
ヒラドツツジ 139 マメツゲ 12 キンモクセイ 15

39 大迫第一公園 42  50 (157)  (152)    サツキ   報奨金制度で雑草刈・手抜
除草を控除

ヒラドツツジ (12) マサキ (41) トウネズミモチ (46)
40 (茶臼台公園)   (14)  (172)      カナメモチ (19) 報奨金制度で雑草刈・手抜

除草を控除
ヒラドツツジ 42 キンモクセイ 1 トウネズミモチ 46

41 国迫公園    (7) 14 (156)  26  ドウダンツツジ 9 報奨金制度で雑草刈・手抜
除草を控除

小　　計 213 21 88 2,465 1,365 462 543 2 253 1,029 1 58 86 274 46 6 8

　は、指定管理者制度、報奨金制度を適用するため本業務作業対象から除外

樹　　木　　剪　　定 高木冬季剪定

C=60～120 C=120～180 C=180～240



西区内公園樹その他保守管理業務（その２）
除　　草 （㎡）

番号 公園名 　法　　　面 平 地 植栽地 剪定（Ａ） 剪定（Ｂ） 剪定（C） 剪定（D） 剪定（D 2） 剪定（E） 剪定（E 2） 剪定（F） 剪定（F 2） 備　　　　　考

肩掛け 手刈り 石積 ﾛｰﾌﾟ足場 雑草刈工 芝草刈工 手抜き マツ フジ ｶｲﾂﾞｶｲﾌﾞｷ ﾋﾗﾄﾞ等 (㎡) ｸﾁﾅｼ等 (㎡) ｻﾝｺﾞｼﾞｭ等 (㎡) ｱﾍﾞﾘｱ等 (㎡) ﾋｲﾗｷﾞﾓｸｾｲ等 (m) ﾄｳﾈｽﾞﾐﾓﾁ等 (m) (本) (本) (本) (本) (本)

ヒラドツツジ 41
42 日生東公園  51 25 (2)  (279)  30   アベリア 9 ヒイラギ 106 報奨金制度で雑草刈・手抜

南面 除草を控除
ヒラドツツジ 176 トウネズミモチ 99

43 日生西公園   (4)  (466)  28   ユリノキ 5 報奨金制度で雑草刈・手抜
除草を控除

ヒラドツツジ 32 サンゴジュ 24 トウネズミモチ 46 アメリカフウ 6 アメリカフウ 1
44 明山公園 33  113 547   (139)   ヒイラギ 1 ユリノキ 2 報奨金制度で雑草刈・手抜

東・南面 除草を控除
ヒラドツツジ 83

45 明山第一公園 451  51 438 (89)  (159)   レンギョウ 4 報奨金制度で雑草刈・手抜
東・南面 ユキヤナギ 24 除草を控除

ヒラドツツジ (11) ヒイラギ (300)

46 (兵庫谷公園)   (295)  (15)  (24)  キンモクセイ (200) H30指定管理者制度で除外

ヒラドツツジ 69 ﾋｲﾗｷﾞﾅﾝﾃﾝ 21
47 もみじが丘  289 207  140    ドウダンツツジ 66

第一公園
ヒラドツツジ 91 アベリア 26 カイヅカイブキ 26

48 もみじが丘  13 (240)  (213)    ドウダンツツジ 59 サザンカ 5 報奨金制度で雑草刈・手抜
第二公園 除草を控除

49 (もみじが丘  20 (105)      H30指定管理者制度で除外
第三公園) 法面除草のみ施工

ヒラドツツジ 1
50 もみじが丘   45 164  26    

第四公園
ヒラドツツジ 22 アベリア 36

51 己斐中第一公園 206  257 650  104    サツキツツジ 2
シャリンバイ 21
ドウダンツツジ 22
ヒラドツツジ 132 クチナシ 90 アベリア 33 キンモクイセイ 21

52 己斐中第二公園   (149)  (600)    ヒイラギモクセイ 33 報奨金制度で雑草刈・手抜
ﾋｲﾗｷﾞﾅﾝﾃﾝ 13 除草を控除
サツキツツジ (67) アベリア (6) サザンカ (12)

53 (田方第一公園)   (2) (4) (208) (75)    シャリンバイ (19) キンモクセイ (2) H30指定管理者制度で除外
ボックスウッド (22)
ヒラドツツジ 60 アメリカフウ 8

54 田方第二公園 1 1 36 60    

ヒラドツツジ 30 コノテガシワ 6
55 田方第三公園   69    マサキ 14

ヒラドツツジ 5 ヒイラギ 4 トウネズミモチ 89
56 田方第四公園   (141) 625 (8)  28  サツキツツジ 3 報奨金制度で雑草刈・手抜

ボックスウッド 16 除草を控除
トウネズミモチ 12

57 田方第五公園   (61)      報奨金制度で雑草刈・手抜
除草を控除

ヒラドツツジ 12
58 田方第六公園    29     報奨金制度で雑草刈・手抜

除草を控除
クチナシ 6

59 田方第七公園     23    ドウダンツツジ 9
ヒラドツツジ 8
ヒラドツツジ 222 アベリア 186 カイヅカイブキ 82 トウネズミモチ 21

60 鬼が城公園 143  395 48 575 528    ユキヤナギ 120 キョウチクトウ 95 ヒラギ 11 テニスコートの上は８月に１回

ヒラドツツジ等 260
61 三滝墓園     (133)    マメツゲ 34 報奨金制度で雑草刈・手抜

除草を控除

小　　計 834 374 189 1,682 1,174 1,229 881 86 1,643 90 50 385 304 267 21 1

　は、指定管理者制度、報奨金制度を適用するため本業務作業対象から除外

樹　　木　　剪　　定 高木冬季剪定

C=60～120 C=120～180 C=180～240



西区内公園樹その他保守管理業務（その２）
除　　草 （㎡）

番号 公園名 　法　　　面 平 地 植栽地 剪定（Ａ） 剪定（Ｂ） 剪定（C） 剪定（D） 剪定（D 2） 剪定（E） 剪定（E 2） 剪定（F） 剪定（F 2） 備　　　　　考

肩掛け 手刈り 石積 ﾛｰﾌﾟ足場 雑草刈工 芝草刈工 手抜き マツ フジ ｶｲﾂﾞｶｲﾌﾞｷ ﾋﾗﾄﾞ等 (㎡) ｸﾁﾅｼ等 (㎡) ｻﾝｺﾞｼﾞｭ等 (㎡) ｱﾍﾞﾘｱ等 (㎡) ﾋｲﾗｷﾞﾓｸｾｲ等 (m) ﾄｳﾈｽﾞﾐﾓﾁ等 (m) (本) (本) (本) (本) (本)

ヒラドツツジ 220 アベリア 53
62 山田公園 442  70 (15) 1,802 (273) 21  シャリンバイ 55 報奨金制度で雑草刈・手抜

西・北面 除草を控除
ヒラドツツジ 108 アベリア 12 キンモクセイ 21

63 山田第一公園   329  1,125 120  24  シャリンバイ 16  

ヒラドツツジ 30
64 竜王第一公園   165 50  30       

ヒラドツツジ 21 ﾋｲﾗｷﾞﾓｸｾｲ 28
65 三滝本町第一公園  71  (21)       報奨金制度で雑草刈・手抜

除草を控除
キョウチクトウ 2

66 三滝本町第二公園  13 405          

ヒラドツツジ 86
67 三滝本町第三公園 272 120 868  88  21  サツキツツジ 2     

コクチナシ 12 サザンカ 6
68 三滝本町第四公園     12        

ヒラドツツジ 15
69 三滝本町第五公園   18  15       

70 (竜王公園)

71 田方第八公園 108 20

ヒラドツツジ 3
72 己斐上第八公園 30 3

小　　計 822 83 685 1,391 2,927 268 66 556 12 67 55

合　　計 1,869 401 386 4,832 5,090 4,812 2,081 2 624 5 3,769 139 291 978 437 37 13

　は、指定管理者制度、報奨金制度を適用するため本業務作業対象から除外

761

樹　　木　　剪　　定 高木冬季剪定

C=60～120 C=120～180 C=180～240



仕 様 書 

 

  本業務は、公園緑地等維持管理標準仕様書（令和 8年１月

改訂（平成２３年１月制定）広島市都市整備局緑化推進部）

により施行すること。 



特 記 仕 様 書 
 

１ 本特記仕様書は、西区内公園樹その他保守管理業務（その２）（以下「業務」という。）に

適用する。 

 

２ 本業務の実施区域は、別紙位置図のとおりとする。 

 

３ 作業週報（本市所定の様式）は、必ず作業前に提出すること。また、道路上で作業を行う際

は、道路使用許可書（写し）を発注者に提出し、業務の実施にあたっては道路交通法を遵守するこ

と。なお、未提出での作業を行った場合は、作業中止等の措置を行うことがある。 

 

４ 本業務の実施に当たっては、契約書中に示された作業実施時期に基づき契約後に作成・提出

する実施工程表のとおり実施すること。なお、実施工程表は、発注者に提出する実施計画書に

添付すること。ただし、天候、地元要望等により、やむを得ず各作業の開始・完了時期の変更

が生じる場合は、発注者と受注者で協議の上、実施計画書を変更するものとする。 

 

５ 留意事項 

⑴ 処 分 

せん定枝葉については、原則として以下のように処分することとするが、諸事情により以

下の処分先における処分が困難である場合は、他の処分先への搬入に関して発注者と協議し

た上で、その結果に従い適正に処分すること。 

なお、それぞれ、処分先及び処分量の集計表、処分伝票の写しを提出すること。また、発

注者が求める場合は、処分伝票の原本を提示すること。 

ア 高木せん定枝葉 

 産業廃棄物処分業の中間処理の許可を有する再資源化施設に搬入すること。 

イ 中低木をせん定した枝葉及び除草作業により刈り取った草 

 広島市ごみ焼却工場へ搬入すること。 

 

⑵ 除 草 

 樹木の周囲や中低木の中の除草は、樹木を傷つけないよう動力草刈機を用いないこととし、

地際から手抜きによる抜根除草を行うとともに実生苗の除去も行うこと。 

 

６ 本業務の実施に当たっては、造園施工管理技士の資格を有する者又は建設業法第７条第２号

イ又はロに該当する者(造園工事に限る。）を現場責任者（直接的な雇用関係にあるものに限

る。）として配置すること。 

   

７ 職業能力開発促進法による１級又は２級造園技能士の資格を有する者（直接的な雇用関係に

あるものに限る。）は、せん定作業中常時、作業又は現場において適正なせん定を行うようせ

ん定方法等の指導にあたること。 

  なお、せん定作業中においては、造園技能士であることが確認できるよう名札等を着用する



こと。 

 

 

８ 業務実施中は、必ず作業中である旨を示す看板を掲げること。また、看板は出来るだけ、歩

行者等から見やすい位置に配置すること。 

 

９ 業務中においては、トラック等の作業車や作業員のヘルメットに受注者（下請け作業につい

ては下請業者）の会社名を表示すること。 

 

10 早朝・夜間（８時から１７時までの時間帯以外）や休日（官公庁の休日）に作業する場合は、

事前に業務打合せ簿を提出し、発注者の承諾を得ること。 

  ただし、原則として日曜日・祝日の作業は認めない。 

 

11 報告事項 

⑴ 受注者は、契約後直ちに、また、必要に応じて標準仕様書で指示する書類を提出すること。 

⑵ 受注者は、工程表で示す作業期間の最終月の業務完了後 14 日以内（閉庁日含む。）に、

所定の業務実施報告書に作業日誌及び作業記録写真帳を添えて、発注者に提出し、検査を受

けるものとする。なお、作業日誌は、次の事項が確認できるものとすること。 

① 業務名  ② 作業日  ③ 天候  ④ 就労人数  ⑤ 現場責任者 

⑥ 作業日に現場に配置した有資格者  ⑦ 作業数量 

 

12 本特記仕様書に定められていない事項は、発注者と協議のうえこれを定めるものとする。 



西区内公園樹その他保守管理（その２）　作業実施時期

上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下

除　　　　草 3

マ　　ツ A 1

フ　　ジ B 2

カイズカ C 1

ヒラド等 D 1

クチナシ等 D 2 1

サンゴジュ等 E 1

アベリア等 E 2 2

生垣 F 1

生垣トウネズ等F 2 2

冬季せん定 1高木冬季剪定

樹木剪定

年間
回数

5 6
種　　　　別

4 7 9 10 118
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三滝本町第二公園
三滝本町第二公園
三滝本町第四公園
三滝本町第五公園

公 園 名
新庄公園
山手公園
山手第一公園
三滝墓園
竜王第一公園

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

西区内公園樹その他保守管理業務(その２) 位置図【№1】 
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西区内公園樹その他保守管理業務(その２) 位置図【№2】 
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No. 公　園　名
1 己斐上第一公園

2 己斐上第二公園

3 己斐上第三公園

4 己斐上第四公園

7 己斐上第七公園

8 己斐本町公園

9 己斐西町第一公園

11 高須第二公園

17 古江上第一公園

23 庚午第六公園

32 己斐東公園

33 己斐東第一公園

34 己斐東第二公園

35 己斐東第三公園

36 己斐東第四公園

37 己斐東第五公園

38 大迫公園

39 大迫第一公園

41 国迫公園

42 日生東公園

43 日生西公園

44 明山公園

45 明山第一公園

47 もみじが丘第一公園

48 もみじが丘第二公園

49 もみじが丘第三公園

50 もみじが丘第四公園

51 己斐中第一公園

52 己斐中第二公園

72 己斐上第八公園
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No. 公　園　名
12 古江東公園

13 古江西町公園

14 古江西第一公園

15 古江新町第一公園

16 古江上公園

19 庚午第二公園

20 庚午第三公園

21 庚午第四公園

22 庚午第五公園

24 庚午西公園

26 草津第一公園

27 草津第二公園

54 田方第二公園

55 田方第三公園

56 田方第四公園

57 田方第五公園

58 田方第六公園

59 田方第七公園

60 鬼が城公園

62 山田公園

63 山田第一公園

71 田方第八公園


